
平成２３年度　佐世保市地域福祉計画・地域福祉活動計画　取り組み評価一覧表 【様式４】

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基本目標「1」地域福祉の考え方を広げ、一人ひとりの行動を推進しよう

基本
施策

施策の細目 No 取り組み内容 主体 H21 H22 H23 H24 H25 No 平成23年度実施の具体的な内容 評価ポイント 配点 実績 採点 採点計判定 各取り組みの評価概要 基本施策の評価 取り組みの実施率

【1】 広報媒体を広げる。（広報させぼ、地域福祉アンケート調査時等）
広報媒体数
２→５

50
広報媒体

5
50

1 ①
【2】 引き続き周知を行い、出前講座への参加団体を増加させる。

参加団体数
０団体→３団体

50
参加団体
3団体

50

【1】
市町連との協働による地域福祉講演会を実施する。（震災から学ぶ地域福祉をテーマにし
た内容を検討）

参加者数
240人→600人

60
参加者数
135人

30

【2】
地区担当者が、福推協総会・定例会、生涯学習推進協議会等に出席して、地域福祉につ
いての説明を行う。

実施地区数
0地区→33地区

30
実施地区数
33地区

30

【3】 保健・医療・福祉審議会で、地域福祉に関する進捗状況の説明を行う。
実施回数
０回→１回

10
実施回数
1回

10

【1】 市及び社協ホームページに地域福祉に関する情報を掲載及びホームページの周知
更新掲載回数
0回→毎月1回

40 5回 17

②
【2】

市及び社協ホームページに地域における福祉活動の情報を掲載及びホームページの周
知

掲載地区数
2地区→33地区

40 6地区 7

【3】 地域福祉に関するアンケート（内容の充実）を実施し、市ホームページで掲載
実施回数
１回→１回

20
実施回数
1回

20

【1】 社協だよりに福推協活動を掲載する。
掲載地区数

3地区→33地区
50

掲載地区数
33地区

50

【2】 広報させぼ及び社協だよりに委員会・会議の開催状況を掲載する。
掲載回数市・社協

（各2回）
20

掲載回数
市　（1回）
社協（1回）

10

【3】 広報させぼに地域福祉に関する専用スペースを設ける。
毎月掲載

０ｺｰﾅｰ→1ｺｰﾅｰ
20

毎月掲載
0コーナー

10

【4】 社協だよりに地域福祉・ボランティア活動を掲載する。 3回→3回 10 3回 10 今後の展望を踏まえたコメント

③
【1】 学校側にどのような支援が必要であるのかの調査（ヒアリング）を実施する。 0校→74校 40 74校 40

【2】 学校側が福祉教育を推進していけるよう支援する。 0校→26校 30 0校 10

【3】
小・中学校の福祉教育（体験学習など）への講師派遣を継続する。
また、NPO・ボランティアとの横のつながり、連携の在り方を検討していく。

8校→26校 10 13校 5

【4】 社協のホームページに福祉用具体験などの様子を掲載する。 0回→2回 10 0回 0 基本施策の判定

【5】 夏休みを利用し、小・中学生を対象とした福祉用具体験学習を行う。 6日間→6日間 10 6日間 10 B

【1】 ふれあいいきいきサロンへのヒアリング調査及び分析を行う。 31ヶ所 20
実施把握箇所

21ヶ所
0

①
【2】 各サロンに応じたメニュー開発の為の支援を行う。 31ヶ所 20 21ヶ所 14

2
【3】 現在サロンが休止している江迎、吉井地区２ヶ所の再開を支援する。 2ヶ所 10 吉井地区実行中 0

【4】 サロン遊具の貸し出しや社協だより、ホームページで周知を行う。
掲載回数
1回→2回

10
掲載回数
1回

5

【5】
デイクラブの紹介を介護保険サービスガイドに掲載を行い、引き続き市関係施設においてリーフレットの
配布を行う。（公民館(24)、社協(1)、包括(4)、長寿(2)、各支所（11）、行政センター（6））

配布場所
31箇所→48箇所

10
配布場所
31箇所

0

【6】 デイクラブ未登録の老人クラブへ職員が出向き、デイクラブの紹介を行い登録を提案する。
登録数

103→276
10

登録数
123

4

【7】
デイクラブ・サロンでの活動について、一元化を含め効率的で効果の高い方法を検討し、一
定の結論を得る。

制度設計数
0→1

20
制度設計数

1
20

②

今後の展望を踏まえたコメント

【1】
今年度中に佐世保市にある福祉情報のデータベースを作成する。（福祉分野の制度や
サービス等を整理したもの）

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ完成 50 データベース完成 50

③
【2】

地域福祉カルテ(「地域福祉台帳」から名称変更)を作成し実態を把握する。(実施地区：
天神地区・黒島地区)

作成地区数
2地区→33地区

50
作成地区数
33地区

50

人材の確保
【1】

ボランティア研修会を開催し、地域福祉活動への参加を呼びかけるとともに、地域福祉に
ついて具体的な内容の説明を行う。

開催回数
1回→1回

50
開催回数
1回

50 基本施策の判定

【2】
地区担当者が、福推協総会・定例会、生涯学習推進協議会等に出席して、地域福祉につ
いての説明を行う。

実施地区数
0地区→33地区

50
実施地区数
33地区

50 B

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基本目標「2」みんなの行動で、まわりの課題に早く気づき、解決につなげられる地域をつくろう

基本
施策

施策の細目 No 取り組み内容 主体 H21 H22 H23 H24 H25 No 平成23年度実施の具体的な内容 評価ポイント 配点 実績 採点 採点計判定 各取り組みの評価概要 基本施策の評価 取り組みの実施率

1 ①
【1】

いきいきサロン及びネットワーク支援者のつどい、食事サービスにおいて災害時福祉支え合
い手引きの説明を行う。

実施地区
0→33地区

30
実施地区
19地区

17

【2】
「災害時福祉行動マニュアル（仮称）」（案）の作成（全体計画）（23年度(案)の作成・24年
度作成・25年度実施）

１計画 70
23年度（案）の作成

1計画 70

【1】

西天神町公民館・社協の協働により、福祉サポーター（福祉協力員から名称変更。希望世帯への訪問による
安否確認、見守り活動をする人）のモデル実施。また、ふれあいネットワークと福祉サポーターの整理を行いな
がら統一した取り組みとなるように進めていく。
※モデル地区（天神地区西天神町公民館1区）※福祉サポーターは民生委員との兼任は無し・原則2名体制
で訪問

１地区 50 1地区 50

【2】 地域福祉推進委員会(社協）にアンケート結果を報告し、対応策を検討する。 － 50 報告実施 25

【1】 三川内地区の取り組みを検証し、今後のあり方を検討する。 開催地区数
1地区→２地区

40 開催地区数
1地区

20

②
【2】 三川内地区の取り組みの検証結果を基に継続して実施する。 継続 10 継続 10 今後の展望を踏まえたコメント

【3】 「地域コミュニティケア会議（仮称）」の実施を推進する。 開催地区数
1地区→２地区

50 開催地区数
1地区

25

【1】
地域包括ケア会議に社協地区担当職員が出席し、地域福祉の必要性について随時説明
を行う。

包括ケア会議（4地区）
において適宜説明を行
う。

50 3ヶ所 38 基本施策の判定

【2】 福祉サービス事業者に地域福祉講演会（11月14日）への参加を呼びかける。 0回→1回 50 0回→1回 50 B

講演を行う際は、案内のあて先を当該組織の長だけ
でなく、ターゲットを明らかにした上で必要となる役職
等に対しても行うなど、広報のあり方や開催する時期、
時間帯にも配慮が必要と思われる。また、地域福祉そ
のものの紹介も含めて広報を行えばより効果が期待で
きるのではないか。

平成２３年度は、実質的な成果をあげる期間がなかっ
たため、採点は低くなっているが現実的な妥当性から
考えると必ずしも不適当とは言えない、適正な評価が
できるよう実現可能な目標とすることとし、当該目標の
達成に期待したい。

目標に対する実績については評価できる。特に福推
協の活動を全地区分拾い上げたことは大きい。また、
取り組みに対する熱意は評価でもさらなる機会の確保
に対して成果を期待したい。

地域における様々な主体が、地域や学校を対象とし
て福祉教育を行うことは極めて重要である。様々な活
動が連携して行われるよう活動の情報を共有するた
めにも、学校に対して行ったヒアリングの分析をしっかり
行い、効果的に次世代の意識形成が行われるよう工
夫すること。

計画が求めているのは交流場の場づくりの推進と、そ
の参加者を増やすことである。メニューの開発等、場
づくりに対する取り組みは引き続き努力していただきた
いと考えるが、その上で参加者を増やすということを見
据えて取り組まれることを期待したい。

ホームページそのものの広報も含め、総花的な情報
発信の中から見るべき項目を別途お知らせするなど、
広報のあり方を工夫し引き続き参加を呼びかけていた
だきたい。

データベースや地域カルテが完成したことは評価でき
る。データベースやカルテが効果的に活用されるよう
期待したい。

福祉サポーターについては引き続きこの推進に向けて
取り組んでいただきたい。アンケート結果については、
その分析をしっかり行い、他都市での取り組みも研究
するなど、その対応を期待したい。

モデル地区での取り組みから課題と方向性を見極め
ると同時に、地域性が多様であることを踏まえ、複数
の地区での状況を検証していただき、次につなげてい
ただきたい。

地域包括ケア会議における議題に当初から盛り込む
など、確実な実施がなされるよう期待したい。また、ケ
ア会議から地域福祉にフィードバックするような情報共
有の視点も持って、質の向上に努めていただきたい。

実績に関しては評価できる。幅広い世代への参加を
促すために、多様な主体を通じて情報が発信され、地
域福祉活動への積極的な参加がなされるよう期待し
たい。

「災害時福祉行動マニュアル」が関係者の理解を得て
適正に策定されることに期待したい。また、災害時福
祉支え合い手引きについては、引き続き各地区での
説明について努力を行っていただきたい。

目標に対しては確実に実施されており評価できる。さら
に周知を図るため、福推協だよりの活用や民間団体の
活動での周知などの工夫が必要ではないか。
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6回4回 5回 5回 6回

基礎
調査

基準
値

＋5％

検討 実施 見直し

実施

3回
3回
（見直
し）

6地区 6地区

見直し

実施

検討 1回 2回

作成 検証

調整

モデル
地区
設置
（3地
区）

3地区

１

地
域
福
祉
の
考
え
方
を
広
げ
よ
う

地域住民の理解を促す
機会づくり

２

４

住
民
自
ら
の
行
動
を
推
進
し
よ
う 社協

活動の場と参加しやすい
雰囲気づくり

８

広報手段の活用・充実

５
広報紙（広報させぼ、社協だより）を通じて地
域福祉の情報提供の機会の確保に努めま
す。

市
社協

７

福祉用具の体験や、高齢者・障がい者の方々
との交流などの機会を通じて、子どもたちの福
祉についての意識啓発を図るとともに、「自分
は地域の一員」という意識のある小中学生が
増えるように努めます。

市
社協

次世代のための意識と
機会づくり

地域住民やＮＰＯなどに、各地区の福推協が
主催する住民座談会への参加を呼びかけま
す。

50

33地区 50

ホームページでの地域福祉に関する情報の
充実を図ります。

デイクラブやふれあいいきいきサロンなどの住
民による交流の場づくりを推進し、その参加者
が増えるように努めます。

市
社協

基礎
調査

基準
値

＋5％

前年
比

＋5％

【1】 ホームページを活用し案内する。
掲載地区数

1地区→33地区地域組織による積極的
な活動とＮＰＯなどとの連
携

地域の会議等で、福推協が主催する住民座談会等への参加を呼びかける。

検討 実施９

社協

ボランティア研修会などを実施し、幅広い世
代の方々に地域福祉活動への積極的な参加
を呼びかけます。

9地区 14

掲載地区数
6地区

9

１１

１２

１０

各地域の中で様々な分野で活動されている
方々の情報を、リスト化するなどして把握し、そ
れを活用した地域としての活動を広げていきま
す。

社協

【2】

検討 検討
地
域
内
で
連
携
し

、
情
報
を
共
有
し
よ
う

地域住民による情報
収集の促進

１３

１４

地域住民と専門機関に
よる連携の促進

１５ 社協

社協

地区ごとに「地域コミュニティケア会議（仮
称）」を実施し、市、社協、事業者のほか、地
域の活動団体や民生委員・児童委員などを
含めた、地域を切り口とした多様な主体による
ネットワーク化の促進を図ります。

各分野においてサービスを提供する事業所の
方々を対象に、地域福祉の必要性や各分野
の制度・サービスを学ぶための講演会や研修
会を実施します。

市

「まちづくり出前講座」の中に地域福祉に関す
るテーマを設け、各地域へ出向いて、市民へ
の意識啓発を図ります。

社協
「ふれあいネットワーク」の周知と機能の強化を
図ります。

市
社協

災害時に、支援が必要な方々にどのような支
援を行い、当事者の方々自身はどのように行
動すべきかを示す「災害時福祉行動マニュア
ル（仮称）」の作成を進めます。

市
社協

市民が地域福祉について身近に感じ、よりわ
かりやすく理解するための講演会や研修会を
実施します。

市
社協

　計画は、地域福祉の
考え方を広めるため
に、地域住民にその機
会をつくることや広報手
段の活用・充実を求め
ていた。
　まちづくり出前講座等
による、地域住民への
地域福祉の考え方を
広げる取り組みは目標
達成できており評価で
きる。しかし、対象とな
る地域住民として子ど
もや青年という視点が
少なく、もっと幅広い世
代を視野に入れた取り
組みが必要である。
　広報活動において、
広報紙等を発行するだ
けでは地域住民への周
知は不十分である。広
報させぼや社協だより
だけに留まらず、地域
の媒体をうまく活用して
情報提供が行われるこ
とを期待したい。 　地域福祉の考え方を浸透させるため

には、一部の住民ではなく学校や家庭
まで広がるように具体的なテーマを明
確にし、対象に合わせて分かりやすい
内容で伝えることが必要である。広報
活動では、地域の媒体を利用するとと
もに、各地区の福推協に広報紙の作成
を指導するなどして、多くの地域住民に
地域福祉の情報が提供されるよう実施
していくべきである。

　計画は、住民自らの
行動を推進するため
に、活動の場づくりや地
域組織とＮＰＯ等との連
携を求めていた。
　データベースや地域
福祉カルテが完成した
ことは評価できるが、ま
だ有効な活用方法が
確立されていない。ま
た、住民自ら参加し、
活動しやすい環境づくり
を進めていくには、活動
に具体性をもたせ位置
づけを明確にすること
が大切であるがまだ不
十分といえる。
　幅広い世代の住民に
参加を促すことが必要
であり、データベースや
地域カルテを有効に活
用されるとともに、ＮＰＯ
と連携した取り組みが
展開されることを期待
したい。

　計画は、連携して情報を
共有するために、地域住
民の情報収集と専門機関
との連携の促進を求めて
いた。
　地域内での情報の共有
や住民への周知は進んで
いる反面、個人情報保護
の制約もあり活動がしにく
い点も見受けられる。ま
た、地域におけるリーダ不
足や、住民同士のつなが
りの希薄化への対応も求
められている。
　「地域」の必要性やニー
ズを明確にした上で、共有
した情報をもとに連携した
取り組みが実施されること
を期待したい。

　ＮＰＯが独自に地域に入っていくことは
難しいが、うまく連携がとれれば地域福
祉を進める中で果たせる役割は大き
い。まずは、住民にＮＰＯを知ってもらう
ことが必要と考えられるので、ＮＰＯの一
覧表を広報紙等で紹介したり、出会い
の場をつくるなど、相互理解を深めるた
めの取り組みを進めてはどうか。

　地域を多方面からフォローするために
は、存在する様々なネットワークがつな
がっていくことが必要といえる。地域での絆
が見直されている今、お互いに支え合うこ
との大切さや求められる地域像を住民に
きちんと伝えていくことが必要ではないか。

意識づくり部会 １３項目 

0

50

100

(1)出前講座に

よる周知に対

する取り組み 

(2)講演会・研

修会の実施 

(4)ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

での周知活動 

(5)広報紙での 

周知活動 

(7)福祉に関す

る年少者への

意識啓発 

0

50

100

(8)デイクラブ・

サロン等の交

流の場づくり推

進 

(9)住民座談会 

への参加呼び

かけ 

(10)地域情報の

集約・把握 

(11)ボランティア 

参加促進 

0

50

100

(12)災害時福祉

行動ﾏﾆｭｱﾙ(仮

称(案))の作成 

(13)ネットワーク

づくりの取り組

み 

(14)地域コミュニ

ティケア会議の

実施 
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平成２３年度　佐世保市地域福祉計画・地域福祉活動計画　取り組み評価一覧表 【様式４】

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基本目標「2」みんなの行動で、まわりの課題に早く気づき、解決につなげられる地域をつくろう

基本
施策

施策の細目 No 取り組み内容 主体 H21 H22 H23 H24 H25 No 平成23年度実施の具体的な内容 評価ポイント 配点 実績 採点 採点計判定 各取り組みの評価概要 基本施策の評価 取り組みの実施率

2 ①
【1】

モデル地区で福祉サポーター説明会及び養成講座を実施し、福祉サポーターを設置す
る。

福祉ｻﾎﾟｰﾀｰ数
0人→10人

50
福祉サポーター数

4人設置
20

【2】 民生委員と連携して訪問先の意向調査を実施し、福祉サポーターの活動を開始する。 活動開始の有無 30
活動開始
（H23.12）

30

【3】 福祉サポーターによる状況報告や意見交換会を実施する。
実施回数
0回→2回

20 7回実施 20

【1】
モデル地区において公民館だより・社協だよりを活用し、福祉サポーターの広報活動を行
う。

実施回数
0回→4回

60
実施回数
2回

30

②
【2】 モデル地区において福祉サポーターが相談を受ける。 １組（2名体制）で５人

以上の相談を受ける 40 2組・4人 16

相談窓口の充実
【1】 社協ホームページ・社協広報紙で総合相談窓口について掲載する。

掲載回数1回→6回
（社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
と広報紙）

40
掲載回数
2回

13 今後の展望を踏まえたコメント

【2】
関係機関、団体との会議の場で総合相談窓口をＰＲする。
※社会福祉士会・精神保健福祉士会・司法書士会・地域包括支援センター・自立支援協
議会、当事者団体等

実施回数
15回→20回

60
実施回数
16回

48

【1】
今年度中に佐世保市にある福祉情報のデータベースを作成する。（福祉分野の制度や
サービス等を整理したもの）

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ完成 50 データベース完成 50

【2】 相談件数を増やす。 前年比＋10% 30
5,922件

（目標6,472件）
18 基本施策の判定

【3】 相談内容の分析を行う。 分析結果を出す 20
4月～2月分
集計済

27 B

3
【1】 福推協会長連絡会や定例会でふれあいいきいきサロンの開設を働きかける。 33地区 10 33地区 10

【2】 ふれあいいきいきサロンへのヒアリング調査及び分析を行う。 31ヶ所 20
実態把握箇所

21ヶ所
0

①
【3】 現在サロン活動が休止している江迎、吉井地区２カ所の再開を支援する。

活動再開
２カ所

20 吉井地区実行中 0

気軽に集まれる場所づく
り 【4】

デイクラブの紹介を介護保険サービスガイドに掲載を行い、引き続き市関係施設において
リーフレットの配布を行う。（公民館(24)、社協(1)、包括(4)、長寿(2)、各支所（11）、行政
センター（6））

配布場所
31箇所→48箇所

10
配布場所
31箇所

0

【5】 デイクラブ未登録の老人クラブへ職員が出向き、デイクラブの紹介を行い登録を提案する。
登録数

103→276
10

登録数
123

4

【6】
デイクラブ・サロンでの活動について、一元化を含め効率的で効果の高い方法を検討し、一
定の結論を得る。

制度設計数
0→1

30
制度設計数

1
30

【1】 先進地視察を行う。 視察実施 50 ー 0 今後の展望を踏まえたコメント

【2】 実施場所の調査を行う。 調査実施 50 ー 0

②
【1】 現状調査に向けて聞き取り項目や内容を整理する。 項目決定 20 項目決定 20

【2】 現状調査を実施する。
調査地区数

0地区→33地区
50

調査地区数
33地区

50 基本施策の判定

【3】 調査結果を分析し、次年度以降の推進方法を検討する。 分析及び検討 30 未実施 0 C

4 ①
【1】

声の社協だよりのサンプルテープ・ＣＤを社協(1)と老人福祉センター(3)へ設置し、市民（福
祉団体等）への周知を行う。

設置場所
0→4箇所

30
設置場所
3箇所

23

サービスの情報提供の
充実 【2】

視覚障害者協会会員に、ボランティア情報誌（点訳分）の送付についての希望調査を行
う。

実施回数
0回→1回

50
実施回数
1回

50

【3】 市ホームページをH23.3に見直しており、当面は現行のレイアウト等を維持する。
保健福祉部ｺﾝﾃﾝﾂｱ
ｸｾｽ件数前年比＋

10%
20

816,886件
（目標959,260件） 0

【1】 社協ホームページ・広報紙で日常生活自立支援事業について掲載する。
掲載回数
1回→6回

20
掲載回数
2回

7

②
【2】 関係機関、団体との会議の場で日常生活自立支援事業をＰＲする。

実施回数
15回→20回

30
実施回数
16回

24

【3】
成年後見制度について、制度の概要を含め各課における説明マニュアル等を作成し関係
各課への周知を図る。
現在制度の案内を市民に対して行っている担当課：長寿社会課・障がい福祉課

部内各課への周知
２課→10課 40 10課 40

【4】 引き続き、ホームーページによる周知を行う。
成年後見制度
アクセス件数
前年比＋10%

10 334件
（目標223件）

10

【1】 前年度の苦情に対する解決結果を社協ホームページ及び社協だよりで公開する。
実施回数
0→2回

30
実施回数
1回

15

【2】 サービス向上委員会を開催し、苦情があった場合には迅速に対応する。
委員会の開催
迅速な対応

30
委員会開催

0回
15 今後の展望を踏まえたコメント

【3】 引き続き窓口アンケートを継続し、市民の福祉サービスへの苦情の把握に努める。
回収実績

前年比+10％
20

実施なし
（目標1,145件）

0

③

２６
利用者によるサービス評価制度の導入につい
て検討します。

市
基礎
調査

検討 【1】 市として行うべき事項の可能性について検討する。 検討 － 検討した － ー ー
検討された結果から思料すると、現段階では県や別
の実施主体があるので、市としては行うべきではないと
判断される。

基本施策の判定

サービスの評価体制の
確立

２７
第三者評価機関を持つ事業者数ならびにそ
の公表を行っている事業者数が増えるように
努めます。

市
基礎
調査

基準
値

＋5％

前年
比

＋5％

前年
比

＋5％

前年
比
＋5%

【1】 市として行うべき事項の可能性について検討する。 検討 － 検討した － ー ー
検討された結果から思料すると、現段階では県や別
の実施主体があるので、市としては行うべきではないと
判断される。

B

調査の実施については行われているものの、推進する
にあたって最も重要な分析が行われていない。次年
度以降、当該分析結果を踏まえた推進への取り組み
につなげること。

制度の統廃合等勘案すべき事情があったことは理解
できるが、サロンの場の増加に対して取り組むべき内
容については着実に実施すること。

平成24年度に仕切り直して確実に行うこと。

希薄な地縁関係の中で4人の人材をサポーターとして
確保したことは評価できるが、目標値の半数にも達し
ておらず、さらなる人材発掘が望まれる。

平成23年度は実質的な成果をあげる期間がなかった
ようであるので、平成24年度に期待したい。特に相談
窓口としての機能強化に努めてただきたい。

平成23年度は実質的な成果をあげる期間がなかった
ようであるので、平成24年度に期待したい。また、広
報は繰り返し行うことが重要であるので確実に実行す
ること。

データベースを完成させたことは評価できる。今後この
データベースが活用され相談対応の質が向上するこ
とを期待する。

平成23年度の取り組みに関しては評価できる。平成
24年度も引き続き情報提供の充実に努めること。

平成23年度の活動については評価できる。特に成年
後見制度の必要性と需要は高まると想定されるので、
引き続き平成24年度に期待したい。

評価の対象となる項目に実績が無く、評価項目につい
ての検討が必要。具体的な量的判断のできる数値実
績が提示される必要がある。
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身近な相談相手づくり

１７
住民が身近に感じる地域の中に、相談窓口が
設置されることを推進します。

１６

身近な生活範囲ごとに、その範囲内に暮らす
支援が必要な方々の見守りや声かけなどを行
う『福祉協力員』の役割を果たす人の発掘に
取り組みます。

総合相談窓口について検討し、開設を目指し
ます。

１８

１９

気
軽
に
サ
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ビ
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で
き
る
よ
う
に
し
よ
う

２４

ふ
れ
あ
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、
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流
の
場
を
つ
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う

２１

サービスを適正に受けら
れる機会の確保

２５

コミュニケーションの場の
活用

２３

２０

市
社協

２２ 福推協と連携したあいさつ、声かけ運動を推
進します。

福祉サービスにかかる苦情相談体制の充実
を図ります。

市
社協

社協

市
社協

社協

視覚、聴覚に障がいのある方などにも配慮し
ながら、ホームページや広報誌などを利用し
た、サービスについての情報提供の充実に努
めます。

広報活動を通じて、相談窓口の認知度の上
昇を図ります。

市
社協

社協

成年後見制度および日常生活自立支援事業
についての周知を図ります。

市
社協

市
社協

地域内の公民館や空き店舗などを利用し、
「地域のお茶の間づくり（仮称）」と題した地域
内での交流の場所づくりを推進します。

デイクラブやふれあいいきいきサロンの実施場
所の増加を図ります。

市
社協

　福祉サポーターは、人数を増やすのみで
はなく能力向上にも重きを置いて養成する
べきである。今後の活動推進・全市的に広
げていく面でも、社協主体ではなく自治会や
民児協とのつながりを整理することがモデル
地区で必要ではないか。
　また、福祉サポーターの存在や福祉情報
を市民にわかりやすく知らせるための方法を
検討することも重要であり、情報の受け手の
年齢層や社会状況を勘案しながら、実施す
るべきである。

　交流の場づくりでは、具体的な実施要
領が必要である。選定場所として想定
される商業施設を別の目的で使用する
には議論と準備を重ねること。また、実
施主体と運営主体の整理をする必要も
あり、ボランティア団体やＮＰＯ法人との
協働を視野にモデル地区での取り組み
を考えてはどうか。

　苦情相談体制の充実では、職員が苦
情や要望を聞く意識を持つことや市民
が苦情を上げやすい環境づくりが必要
である。そのためには、定期的に苦情の
分析を行い、サービス内容を高めていく
ことが求められる。また、本施策は市や
社協だけの取り組みだけではなく、市内
福祉サービスの供給主体にも広がるよ
うな取り組みを行うことが本来の目的で
はないか。

　計画は、気軽に相談で
きる地域づくりとして身近
な相談窓口の設置とそ
の機能の充実を求めて
いた。平成２３年度はこ
の目標を達成するため
に、福祉サポーターの設
置や福祉情報データ
ベースの作成等が行わ
れた。
　福祉サポーターの住民
への周知や福祉情報
データべースの使用方
法の明確化等、課題は
あるが活動量は一定確
保できている。
　本施策は地域の相談
窓口の充実であり、現状
は入り口の段階である。
今後は活動の推進に重
きを置ながら実施される
ことを期待したい。

　計画は、気軽に集ま
れる場所・機会を増や
し、その機能を充実さ
せることを求めていた。
平成２３年度は、この
目標を達成するために
「ふれあいいきいきサロ
ン」や「デイクラブ」の設
置・登録に向けた働き
かけが行われた。
　しかし、結果として場
所や機会の増加が図
れておらず、その原因
として取り組みに対する
計画性が不十分であっ
たことがあげられる。特
に「地域のお茶の間づ
くり」では、地域で孤立
する高齢者等など対象
を明確にすることが必
要ではないか。

　計画は、サービス内
容充実と福祉サービス
の利用機会確保を求
めていた。平成２３年度
は（26）（27）の検討も
含めて一定の活動量
が確保されているが、
苦情相談体制の充実
については、細目と取り
組み内容にズレが生じ
ているようである。
　本施策が苦情相談
体制そのものではく、苦
情から福祉サービスの
充実につながるといるこ
とを理解したうえで、ど
のような取り組みが必
要となるか検討される
ことを期待したい。
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平成２３年度　佐世保市地域福祉計画・地域福祉活動計画　取り組み評価一覧表 【様式４】

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基本目標「2」みんなの行動で、まわりの課題に早く気づき、解決につなげられる地域をつくろう

基本
施策

施策の細目 No 取り組み内容 主体 H21 H22 H23 H24 H25 No 平成23年度実施の具体的な内容 評価ポイント 配点 実績 採点 採点計判定 各取り組みの評価概要 基本施策の評価 取り組みの実施率

【1】 福推協会長連絡会を実施する。
実施回数

年2回→年2回
40

実施回数
年1回

（H23.7.6）
20

5
【2】 福推協会長先進地、大分市へ視察研修を実施する。

実施回数
年0回→年1回

30
実施回数
年1回

H23.9.29～30
30

①
【3】 各地区で研修会（福推協の目的や役割等）を実施し、推進員の意識を高める。

実施地区数
0地区→33地区
年1回ずつ

30
実施地区数
11地区

10

役割の明確化
【1】 発行に向けての基本様式や作成手順等の情報提供を行う。

提供地区数
8地区→33地区

25 提供地区数
33地区

25

【2】 広報研修を実施する。
参加地区数

0地区→33地区
25 参加地区数

3地区
2

【3】 社協だよりにおける福推協活動の紹介を継続する。
掲載回数

年3回→年3回
30 掲載回数

年3回
30

【4】
社協ホームページで福推協活動等を掲載し、紹介する。(市ホームページから社協ホーム
ページへリンクしています)

掲載地区数
0地区→33地区

20 掲載地区数
6地区

4

【1】 総会とは別に定例的な会議を実施するよう働きかける。
実施地区数

10地区→33地区
40 実施地区数

21地区
25

【2】
地区担当職員による活動計画の進捗状況を整理し、実践に向けての具体的計画（プラン
ニング）を立てる。

整理地区数
10地区→31地区

30 整理地区数
31地区

30

②
【3】

地域課題把握とその解決のための手段としてコミュニティケア（仮称）会議の開催を支援す
る。

実施地区数
1地区→2地区

30 実施地区数
1地区

15

活動の活性化
【1】 福推協活動の手引きを説明するための機会（定例会など）を全地区で確保する。

実施地区数
10地区→33地区

70 実施地区数
27地区

57

【2】 講師を招いての福推協推進員を対象とした研修会を開催する。
参加地区数

0地区→33地区
30 参加地区数

2地区
2

【1】 福推協だよりの発行を通して地域住民の実践活動への参加を呼びかけるよう支援する。
発行地区数

8地区→33地区
50 発行地区数

10地区
15

【2】
社協だより、社協ホームページで福推協活動の紹介を行い、地域住民の実践活動への参
加を呼びかける。（市ホームページから社協ホームページへリンクしています）

掲載回数
年3回→年3回
随時（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）

50

社協だより
年3回

ホームページ
1回

50

【1】 福推協活動の手引きを説明するための機会（定例会など）を全地区で確保する。 実施地区数
10地区→33地区

40 実施地区数
27地区

33

③
【2】 福推協会長連絡会を実施する。 実施回数

年2回→年2回
20 実施回数

年1回
10 今後の展望を踏まえたコメント

【3】 福推協会長先進地、大分市へ視察研修を実施する。 実施回数
年0回→年1回

20 実施回数
年1回

20

【4】 講師を招いての福推協推進員を対象とした研修会を開催する。 参加地区数
0地区→33地区

20 参加地区数
2地区

1

【1】
地域福祉カルテ（「地域福祉台帳」から名称変更）を作成して実態を把握し、福推協との関
わり強化を図ります。
(実施地区：天神地区・黒島地区)（地域福祉カルテの各地区福推協との共有）

作成地区数
1地区→33地区

60
作成地区数
33地区

60 基本施策の判定

【2】 職員での事例検討会を実施します。 実施回数
0回→5回

40 実施回数
1回

8 B

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基本目標「3」みんなで地域福祉活動に取り組もう

基本
施策

施策の細目 No 取り組み内容 主体 H21 H22 H23 H24 H25 No 平成23年度実施の具体的な内容 評価ポイント 配点 実績 採点 採点計判定 各取り組みの評価概要 基本施策の評価 取り組みの実施率

1 ①
【1】 発行に向けての基本様式や作成手順等の情報提供を行う。

提供地区数
8地区→33地区

60 提供地区数
33地区

60

地区地域福祉活動計画
の周知 【2】 広報紙の作り方に関する研修会を実施する。

参加地区数
0地区→33地区

40
参加地区数
3地区

4

②

【1】
地区担当職員による活動計画の進捗状況を整理し、実践に向けての具体的計画を支援
する。

整理地区数
10地区→31地区

40 整理地区数
31地区

40

地区地域福祉活動計画
の実践 【2】

福推協が主催する住民座談会をはじめイベント、講演会等への参加を地域の会議等で呼
びかける。

案内地区数
33地区

30 案内地区数
9地区

8

【3】 社協ホームページ及び社協だよりを活用し案内する。
掲載地区数

1地区→33地区
30

掲載地区数
33地区

（社協だより）
30

③
【1】

地域福祉カルテの作成を通して実態を把握するとともに、福推協とカルテの情報共有を行
う。

作成地区数
１地区→33地区

50 作成地区数
33地区

50 今後の展望を踏まえたコメント

【2】 モデル地区（潮見・白南風・早岐・柚木）から随時検証を進め、その支援をしていく。
検証地区数
0地区→4地区

50 検証地区数
1地区

13

【1】 福推協と社協の役割について明確にする。 整理実績 60 内部検討を実施 30 基本施策の判定

【2】
取り組み内容３５の検証結果を基に実践に向けた見直しの支援を行う。
（見直しシートの作成・提案）

見直し地区数
0地区→４地区

40 見直し地区数
０地区

0 B

各地区計画の進捗状況が一定把握されたことは評価
できる。しかし、福推協が主催する住民座談会やイベ
ント自体が少ない中にあっては、その案内数を３３とす
ること自体が現実的ではない。実施地区数にしめる案
内率など実態に即した目標とすること。また、案内の
前提となる住民座談会やイベントの実施に向けた支援
に対して力を注ぐべきである。

地域住民の意見が反映される検証は困難。モニター
制など地域における意見を吸い上げる手法について
検討すること。

計画の見直しにあたって重要となる福推協と社協の役
割について、福推協の理解を得、平成25年度の次期
計画策定にも影響することから成果を確実に出してい
くこと。また、地区計画の見直しについては策定の時と
同様の取り組みなどは現実的でなく、見直しのあり方に
ついて検討すること。

作る方法と作る意識を高めることが重要。引き続き地
域の意識を高め、結果として目標が達成されるよう努
力すること。また、他の媒体も活用するなど手法につ
いても検討すること。

連携強化の手法としての取り組みは適当な内容となっ
ている。実績が足りないようなので、達成率の低い項
目について、引き続き成果の向上を図ること。各取り
組みへの具体的コメントについては各施策の細目にお
ける取り組み内容を参照のこと。

カルテが作成されてことについては評価できる。ただ
し、地域の情報に関する共有のあり方、例えば提供さ
れる情報の範囲などについて検討すること。また、引
き続き職員間の連携を図るための取り組みについても
継続すること。

情報提供に関しては実際の作成にあたる推進員まで
情報が行き渡るよう工夫すること。新聞社等の協力を
得るなど、手段の実施を図ること。

平成23年度は実質的な成果をあげる期間がなかった
ようであるので、平成24年度に期待したい。あらゆる機
会を通じて福推協の役割の浸透が図られていることは
評価できる。引き続き実施すること。

各福推協に対する広報研修については、会長の意識
の向上を高めると同時に実施主体も含め、さらに工夫
を重ねること。また、各地区における活動情報の収集
にあたっては、社協の主体的収集や情報提供にあ
たっての呼びかけ方にも工夫を凝らすこと。新聞社等
の協力を得るなど、手段の充実を図ること。

項目【３】については、増加することが評価の視点と
なっていたため、低い達成率となっている。引き続き増
加に向けて努力は必要であるが、既に会議の支援を
行っていることは評価できる。1年目の検証を踏まえ平
成24年度に期待したい。

目標に対する評価は低くなっているが、推進員を対象
とした研修会は複数の福推協合同の会を開催するな
ど、効率性が高く、合理的な開催の手法について検討
すること。

64

78

63

30

68

64

65

― ― ― 実施

検証
方法の
検討

検証

社協

３０

「地区地域福祉活動計画」に基づく実践活動
や、地域課題の把握とその解決のための取り
組みなどについて検討するため、各地区の福
推協の推進員による定例会の実施を支援しま
す。

社協

３１

２８
福推協の推進員を対象に、組織の役割の再
確認や「地区地域福祉活動計画」の実践に向
けた研修会を実施します。

社協

６

福
祉
推
進
協
議
会
を
中
心
に
ま
と
ま
ろ
う

２９

３２
福推協を構成する一員である地域住民に、
「地区地域福祉活動計画」に基づく実践活動
への参加を呼びかけます。

社協

３３
各福推協の活動状況や課題などについて情
報交換を行う機会を設け、各福推協同士の
連携強化と活動の活性化を支援します。

社協

「社協だより」や「福推協だより」を通じて、福推
協の役割や活動内容について周知するととも
に、地域住民も福推協を構成する一員である
という意識づくりに努めます。

実施

各地
区4回

―

地
区
ご
と
の
地
域
福
祉
活
動
計
画
を
実
践
し
よ
う

３

３５地区地域福祉活動計画
の検証と見直し

３６

社会福祉協議会との連
携強化

３４

検討 実施 見直し

６地区 ７地区 ８地区

B

９地区 B

B

B

D

B

１０地区

B

B

B

C

各地
区6回

各地
区8回

必要に
応じて
見直し

60

61

実施

年3回 見直し

周知

B

70

59

実施

各地
区6回

進捗状況を踏まえながら地区ごとの地域福祉
活動計画の見直しを行います。

社協
検証方法を検討し、それに基づいた計画の進
捗状況を検証します。

社協
各地区の福推協が主催する住民座談会の実
施を支援し、地域住民に参加を呼びかけま
す。

社協

実施

年3回

作成
作業

検討

社協
各地区の福推協による「福推協だより」などの
広報紙の発行地区数の増加に向けて支援し
ます。

福推協の役割や活動内容などをまとめた手引
書を作成し、推進員の研修会や定例会などで
周知して、地域福祉推進の担い手という意識
を高めます。

社協

社協

各地区担当の社協職員が、地域の実情や活
動経過などを記載した「地域福祉台帳（仮
称）」を整備し、その共有や検証を行うことに
よって福推協への関わりを強化します。

各地
区4回

　地域への側面的な支援は市域全域
に実施されることが望ましいが、地域に
おける温度差があるなど一挙に行うこと
は現実的ではなく、モデル的にいくつか
の地域で集中的な取り組みを行うなど
の工夫が必要ではないか。
　また、成果は活動量で図らざるを得な
いことは理解するが、その結果が地域
活動にどれだけ結びついたかの「成果」
を「地域の動き」として捉え、これを目標
として考えるなどしてはどうか。

　計画は、その目標とし
て地域が主体的に活
動できるよう側面的に
支援することを求めて
いた。平成２３年度にお
いては、この目標を達
成するために、福推協
だよりの発行支援や地
域における会合等の開
催支援が行われた。
　支援したことが地域の
主体的活動に直接結
びついたのか判断が難
しいところではあるが、
本委員会が求めていた
活動量は一定確保で
きている。
　本施策は、地域に対
して地道に継続して働
きかけを行うことが重要
であり、今後も一定の
活動量を確保しなが
ら、着実に実施される
ことを期待したい。

　地区活動計画の見直しにあたって
は、課題を整理分類することが必要。
また、見直しを行う上でも、福推協間の
横の連携（情報交換）等が重要と思わ
れる。さらに、地域活動を支えるのは住
民の意識の向上が重要であることは言
うまでもないが、直接行動とリンクするよ
うな目に見える（ハード的）取組みをス
ポット的に行うことも考えてはどうか。

　計画は、地区活動計
画実践のための周知と
参加呼びかけ、さらに
計画見直しの手法につ
いての検討することを
求めていた。一定の活
動量は確保されている
が、特に計画見直しの
検討については、レー
ダーチャートからも取組
みが弱いということが伺
える。着実に進められ
たい。
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